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２０２５年３月２５日（火）発行 

 今号の主な内容は「①この間の働くもののいのちと健康をめぐる内外情勢のザッピング、②今月のお勧めの２

冊」です。 

Ⅰ この間の働くもののいのちと健康をめぐる内外情勢のザッピング 

１ 核兵器禁止条約第３回締結国会議 

 ３月７日、ニューヨークの国連本部で開かれていた「核兵器禁止

条約第３回締結国会議」は、核保有大国の核抑止論を批判し、核兵

器の廃絶が「世界の安全保障と人類の生存にとって必須である」と

強調した宣言を採択して閉幕しました。同会議には、オブザーバー

も含めて８７カ国が参加しましたが、核保有国とともに日本は参加

しませんでした。 

２ イスラエル軍、停戦合意を破ってガザ攻撃を再開！ ガザ地区の死者５万人を超える！！ 

 ３月１８日、イスラエルは、ハマスとの停戦合意を一方的に破っ

て、ガザに対する国際法・国際人権法に違反するジェノサイド攻撃

を再開しました。アメリカの大統領報道官は、イスラエルの攻撃再

開にあたって、「アメリカのトランプ政権は事前にイスラエルからの

相談を受け、攻撃を事実上容認した」と明らかにしています。３月

２３日、パレスチナのガザ地区の保健当局は、一昨年１０月の戦闘

開始以降の死者が５万人を超えたと発表しました。 

３ 昨年２０２４年の気温上昇、初の１．５℃越え！～パリ協定の目標を上回る！！ 

 ３月１９日、世界気象機関（ＷＭＯ）は、２０２４年の気温上昇幅

が産業革命前と比べ１．５５℃に達したとする報告書を発表しました。

地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」が気温上昇の抑制

目標としている１．５℃を単年で初めて超過しました。前年の２０２

３年に続き、観測史上最も暑い年の記録を更新したことになりました

が、ＷＭＯは温室効果ガスの排出量の増加や太平洋赤道域東部の海面

水温が上昇するエルニーニョ現象などが原因だとしています。 

４ 高額療養費の引上げ「凍結」に 

 ３月７日、石破内閣は、高額療養費制度の負担額引き上げを、野党の国会論戦やが

んや難病などの患者団体の強い反対の声を受けて、８月引上げ実施は見送ると表明し

ました。一方で、２０２６年度以降の制度の在り方については、今秋までに再検討す

るとしています。 

５ 石破首相、新人議員に１０万円の商品券を配る！ 

 ３月１３日、石破首相が、昨年秋の衆議院選挙で初当選した自民党議員

に対し、１０万円相当の商品券を配っていたことが明らかになりました。

典型的な裏金であり、政治資金規正法に違反する疑いが極めて濃い内容で

す。原資は官房機密費だと推測されています。安倍、菅、岸田元首相など

の歴代の首相も行っていることが判明していて、自民党における長い慣習

となっており、自民党の金権腐敗体質は極めて根深いものだと言えます。 
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６ ２０２５年春闘の回答状況 

 ３月１２日、２０２５年春闘のいっせい回答日を迎えました。連合と全労連・国民春闘共闘委員会の回答状況は、以

下のとおりでした。 

① 連合・第１回回答集計結果（３月１４日公表） 

・ ７６０組合加重平均： １７，８２８円・５．４６％（前年比＋１，３５９円・＋０．１８％） 

・ ３００人未満中小組合：１４，３２０円・５．０９％（前年比＋２，４０８円・＋０．６７％） 

・ 有期・短時間・契約等労働者：時給７５．３９円・６．５０％（前年比＋４．２９円・＋０．０３％） 

② 全労連・国民春闘共闘委員会（３月１４日公表） 

・ ２２５組合単純平均：  ７，４９９円・２．７３％（前年比 －１４円・＋０．０６％） 

・ ２７,６０１人加重平均：７，０２８円・２．７０％（前年比－４１９円・＋０．１８％） 

・ 非正規労働者：時給４４．２円・５．２２％（前年比＋２．８円・＋０，７８％） 

７ ２０２４年の労災発生状況（２０２５年３月速報値、厚生労働省２０２５年３月２４日発表） 

① 死亡災害の発生状況： 

・ 全体死亡者数：７２４人（前年同期比▲１人、▲０．１％） 

・ 業種別発生状況：建設業２２６人（前年同期比＋１４人、６．６％増）、第三次産業１８７人（▲１４人、▲７．０％）、

製造業１３８人（＋５人、＋３．８％）、陸上貨物運送業１０８人（＋２人、＋１．９％）、林業２７人（▲２人、

▲６．９％） 

・ 事故の型別発生状況：墜落・転落１８２人（前年同期比▲１２人、▲６．２％）、交通事故（道路）１２１人（▲２

２人、▲１５．４％）、はさまれ・巻き込まれ１１１人（＋４人、＋３．７％）、以下、激突され、飛来・落下及び

崩壊・倒壊の順 

② 休業４日以上の死傷者数： 

・ 全体１３３，５５１人（前年同期比＋３８２人、＋０．３％） 

・ 業種別発生状況：第三次産業６９，５９３人（前年同期比＋１，２８６人、＋１．９％）、製造業２６，３２２人（▲

４８３人、▲１．８％）、陸上貨物運送業１６，０８８人（＋６７人、＋０．４％）、建設業１３，６６１人（▲５

５０人、▲３．９％） 

・ 事故の型別発生状況：転倒３５，８５０人（前年同期比＋３７０人、＋１．０％）、動作の反動・無理な動作２１，

６０６人（＋１７１人、＋０．８％）、墜落・転落２０，４２７人（▲６３人、▲０．３％）、以下、はさまれ・巻

き込まれ、切れ・こすれ、激突の順 

８ 労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・女性活躍推進法の一部改正案の閣議決定・国会提出（３月１１日） 

【改正の概要】 

１ ハラスメント対策の強化（労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法） 

① カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、

カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。 

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が

指針を示すとともに、求職者等対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者

の責務を明確化する。 

２ 女性活躍の推進（女性活躍推進法） 

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公開を、常時雇用する労働者の数が１０１人以上の一般事業主及び特

定事業主に義務付ける。 

② 女性活躍推進法の有効期限（２０２６年３月３１日まで）を２０３６年３月３１日まで、１０年間延長する。 

３ 治療と仕事の両立支援の推進（労働施策総合推進法） 

① 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため、必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、

当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 
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９ 最新の実質賃金（２０２５年１月）・消費者物価（２０２５年２月）・内部留保（２０２４年１０～１２月期） 

 ３月４日、財務省が発表した２０２４年１０～１２月期の法人企業統計によれば、資本金１０億円以上の大企業（金

融・保険業を含む全産業）の内部留保は、前年同期比１８．５兆円増（３．５％増）の５４９兆円となり、過去最大を

更新しました。第２次安倍内閣が発足する直前の２０１２年１０～１２月期と比べると、内部留保は７１．４％増、経

常利益は２倍以上、役員報酬は３１．３％増となっていますが、賃金は１４．３％増にとどまっています。 

 ３月１０日、厚生労働省が発表した２０２５年１月の毎月勤労統計調査（速報、従業員５人以上）によれば、現金給

与総額（名目賃金）から物価上昇分を引いた実質賃金は、前年同期比▲１．８％となり、３カ月ぶりにマイナスとなり

ました。名目賃金は労働者一人当たり平均２．８％増（正社員３７万９２５３円・２．７％増、パート労働者１０万９

２５２円・４．５％増）で３７カ月連続のプラスでしたが、総合消費者物価指数が４．７％増となったことが影響しま

した。 

 ３月２１日、総務省が発表した２０２５年２月の全国消費者物価指数は、前年同期比３．０％上昇しました。上昇は

４２カ月連続で、３カ月連続で３％台の高水準となりました。特に米類の上昇率は８０．９％と過去最大でした。 

10 京都新生存権裁判、大阪高裁で逆転勝訴 

 ３月１３日、国による生活保護基準の引き下げは、生存権を保

障した憲法２５条に違反すると、京都市内の生活保護受給者３２

人が、国や京都市の処分の取消しを求めていた「京都新生存権裁

判」の控訴審の判決が、大阪高裁で言い渡されました。原告の訴

えを棄却した京都地裁の判決を覆し、国と京都市に対し減額決定

の取り消しを命じました（国家賠償請求の方は認めませんでし

た）。 

10 東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から１４年 

 ３月１１日、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故から１４

年経ちました。いまだに全国の避難者は２万７６１５人（２０２５

年２月１日現在）もいます。災害関連死は、２０２４年１２月末現

在で、３８０８人となっています。福島第一原発は、昨年１１月に

事故で溶け落ちた核燃料デブリを０．７グラム回収しましたが、事

故収束の目途は経っていません。被災者の生活、生業（なりわい）

の再建、被災地の復興に向け、引き続き全体の支援が必要です。 

Ⅱ 今月のお勧めの２冊：「隣の国の人々と出会う～韓国語と日本語のあいだ」、「奇跡

の１００歳長寿地域『京丹後市』の秘密」 
今月は、本の推薦に入る前に、今月発行された２冊の雑誌の特集

記事の紹介をさせていただきます。まず日本共産党中央委員会の理

論政治誌「前衛」の２０２５年４月号の特集「非正規雇用・不安定

就労の現在」では、伍賀一道金沢大学名誉教授の「人手不足の女性

雇用形態の変容、拡大する新たな不安定就業」、中村和雄弁護士の

「スキマバイト（スポットワーク）の問題点」、青龍美和子弁護士

の「シフト制労働と家計補助労働論」。スキマバイト、シフト制労

働をはじめとする今日の非正規雇用・不安定就労の問題点と課題がよく理解できます。次に雑誌「経済」２０２

５年４月号の特集「狙われる労働基準法の骨抜き」では、全労連の土井直樹常任幹事と伊藤圭一元雇用・労働法

制局長及び日本医労連の米沢哲書記長による誌上検討会「労働基準関係法制研『報告書』の問題点と労働現場の

実態」、脇田滋龍谷大学名誉教授の「国際的動向から問われる日本の労働基準」など。労働現場の実態や国際的な

労働者保護の動向から見た「労基研報告書」の問題点が浮き彫りにされています。どちらの特集も必読です！！ 
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そして今月のお勧めは、斎藤真理子「隣の国の人々と出会う～韓国語と日本語のあいだ」（創元社、２０２４年

８月初版、１４００円＋税）と百寿者研究会「奇跡の１００歳長寿地域『京丹後市』の秘密」（文春新書、２０２

５年２月初版、９００円＋税） 

前著の著者の斎藤真理子さんは、ベストセラーの「８２年生まれ、キム・ジヨン」

などを翻訳した韓国文学の翻訳者。言葉（マル）、文・文字（クル）、声（ソリ）、詩

（シ）、あいだ（サイ）の順に、韓国語と日本語のあいだを説明しながら（＝２つの

言葉のあいだサイは常に揺れ、声ソリにあふれている。似ていて、ちがう。この言語は、

自分の中を何かを揺るがし、清新なものを連れてくる。）、韓国の歴史と文化を紹介し

ています。光州事件、セウォル号事件、文禄・慶長の役、日清・日露戦争、韓国併合、

３・１独立運動、朝鮮戦争、戦後の独裁政治と８７年民主化闘争、ハングルの誕生、

Ｋ－ＰＯＰ、季箱イサンと尹東柱ユンドンジュ、在日コリアンなど、さまざまなことが学べ

ます。何よりも、「朝鮮・韓国のことをもっと知りたい」。そのために、「ハングルを

読めるようになりたい、韓国語を勉強したいな」と思わせてくれます。 

後著は、京丹後市の百寿者（＝１００歳以上の長寿者）が、全国平均の３．２４倍にも

及ぶその秘密を探った本。京丹後市の百寿者２２人からのインタビューとその分析（運動

と習慣、生きがいと心、食生活）を行っています。また、京丹後市の百寿者の食の知恵と

そのレシピも紹介されています。２２人の百寿者のインタビューはどれも面白く興味津々

です。家族や周囲に支えられ長生きを謳歌されている百寿者のみなさんは、「地域にとって

の生き字引き」であり、まさしく「経験や技を次世代に引き継ぐ地域の公共財」と言える

存在です。暮らしに根ざした知恵に支えられた京丹後の食は、これからの健康長寿社会に

大きな示唆を与える、過去から現在そして未来につながる食であると分析・紹介されてい

ます。そうした京丹後の食が“長寿型”腸内フローラ（腸内細菌叢）を育て、それが健康

長寿につながっていることを明らかにしています。「食を大切にして、規則正しくリズムをもって毎日を過ごす」

ことが健康長寿の秘訣の様です。健康で１００歳まで長く生きたいと思われているみなさん！－必携・必読です

よ！！ 

○ 公開講座「ハラスメントのない働きやすい職場を創る！」にご参加ください！ 

○ 開催日時：２０２５年５月８日（木）午後６時３０分～８時 

○ 開催場所：ラボール京都（京都労働者総合会館）六階・北会議室 

○ 主な内容：いの健京都センター発行の学習パンフレット「ハラスメントのない

働きやすい職場を創る！」を使った問題提起とそれに基づく討論を予定 

※ 参加申込みは、いの健京都センターの電話（075—803-2130）か Fax（075—803-

2134）かメール（ino-ken@topaz.ocn.ne.jp）でお願いします！（オンライン・

Zoomでの参加をご希望の方はメールアドレスをお知らせください！） 

○ 第３２回京都労働安全衛生学校開校のお知らせ 

○ 開催日時・場所：２０２５年６月１４日（土）午後１時～４時３０分、ラボール京都四階・第１会議室 

○ 第１講義「労働安全衛生法の基本と職場のローアン活動の進め方」 

第２講義「ハラスメントの防止と労災保険の活用」、○ 受講料：１千円 

＊ 受講の申し込みは、京都総評かいの健京都センターまで 

 


